
令和８年度の県予算案（共生社会づくり条例関連）の概要

１ 目的【変更なし】
令和元年度の滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例の施行に合わせて、事業者等が合理的配慮の提供を行う

ための必要な費用について、予算の範囲内において助成金を交付するものである。

２ 事業内容【変更なし】
事業所が筆談ボードやスロープ等を設置するなど、合理的な配慮のための取組を行う場合において、当該費用を助

成する。

３ 補助金交付先【変更なし】
（１）滋賀県内において、飲食、物販、医療その他の障害者を含む不特定多数のものの利用が見込まれる事業を行う

事業者
（２）自治会（同一地域の居住者が、当該居住者の共通利益の実現と生活の向上を目的として作る組織をいう。）
（３）その他知事が特に必要と認める団体

４ 補助率
（１）現 行：1/2以内

①コミュニケーションツール作成費【R1（定額）→R2～（1/2以内）】
②物品購入費【R1（定額）→R2～（1/2以内）】
③工事施工費【R2～（1/2以内）→R8（定額）】
④研修等開催費【R4～（1/2以内）】

（２）変更案：工事施工費のうち、だれもが住みたく
なる福祉滋賀のまちづくり条例の特定
施設の対象とならない小規模な事業所
（飲食店など）に限り定額とする。

５ 予算額：1,500千円

Ⅰ 合理的配慮助成金事業

■令和８年度に限りモデル的に
工事施工のうち、飲食店など小規

模な事業所を対象として、
補助率を1/2以内から定額に変更
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令和８年度の県予算案（共生社会づくり条例関連）の概要

１ 出前講座
（１）障害当事者や専門家を講師派遣

県内の小中学校、企業、同業者団体、警察等
（２）予算額：319千円
２ 共生社会の理念の浸透に向けた啓発事業【知的・発達障害疑似体験研修】
（１）県手をつなぐ育成会に委託（びわこ めだか隊）
（２）予算額：1,200千円
３ 条例啓発資材作成事業【新規】
（１）事業背景
滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例（以下「共生条例」という。）の施行から６年が経過するが、未だに

車いす利用を理由に入店を拒否されるといった事案がある。
一方で、令和７年度に関係団体等に対し共生条例に関するアンケートを実施したところ、「『合理的配慮』という

言葉の意味合いが難しい、事例などを示してかみ砕いた説明で身近に感じられるとよい。」といった意見があったも
の。
（２）目的
障害当事者団体と連携し、小学４年生くらいが理解可能な合理的配慮の好事例など具体的な提供方法や事例をまと

めた、紙配布、ＷＥＢ、ＳＮＳ等でも周知できる啓発資材を作成する。
啓発資料の作成にあたり、障害者当事者団体に事例収集を依頼するとともに、有識者等からの助言を受け、資料へ

の掲載記事を検討することとする。
（３）予算額：568千円

Ⅱ 普及啓発事業
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１ 概要
障害の社会モデルの視点や具体的な解決方法を考える力を養うため、ワークショップ形式によりファシリテー

ターとともに課題の分析や議論をしながら障害についての対話を進める障害平等研修（ＤＥＴ研修）を新たに実施
する。

２ 予算額：160千円

Ⅲ 地域アドボケーター研修事業【新規】


